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第 4 章  悪 臭 

1 悪臭の概況

悪臭とは、人が感じる「いやなにおい」「不快なにおい」の総称です。その強さや頻度、時間

によっては「いいにおい」も悪臭として感じられることがあり、また、においには嗜好性や慣れ

も影響するなど、感覚には個人差があります。

本市では、事業活動に伴い悪臭を発生している事業場に対し特定悪臭物質による濃度規制を行

っており、悪臭苦情が申立てられた事業場を中心に立入検査を実施しています。

平成 28 年度は、規制基準を超過した事業場はありませんでした。

2 悪臭防止対策

現在、悪臭について環境基準は設定されていませんが、悪臭防止法により、事業活動に伴い悪

臭を発生する事業場に対し規制基準が設定されています。

規制方式は、悪臭の原因となる典型的な化学物質を『特定悪臭物質』としてその濃度等を規制

する方法と、種々の悪臭物質は複合状態が想定されることから物質を特定しないで人間の嗅覚を

用いた測定法による基準（『臭気指数』）で規制する方法の 2 通りがあります。これらは、悪臭

として環境に支障を与えない程度となるよう、事業場の敷地境界線上及び気体排出口における大

気並びに排出水について規制基準が設定されています。

本市では、『特定悪臭物質』による規制方法を採用しており、22 種類の物質について規制基

準値を設定、また、都市計画法の都市計画区域及び都市計画区域外の一部地域を規制地域に指定

し、規制を行っています。（表４－２－１～３参照）

気体排出口の規制基準

（２号基準）

敷地境界線上の規制基準 （１号基準）

排出水の規制基準

（３号基準）
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3 悪臭調査 

平成 28 年度は、悪臭苦情が寄せられた 3 事業場について、敷地境界において特定悪臭物質濃

度を測定した結果、規制基準を超過した地点はありませんでした。

一方、同 3 事業場で実施した嗅覚測定法による臭気指数調査において、「福島県悪臭防止対策

指針」（注）に準じた評価を実施したところ、2 事業場で指針値を超過したため、臭気低減対策の

実施を促すための通知を行いました。

(注) 本市は「福島県悪臭防止対策指針」の適用地域から除かれています。 

No. 特 定 悪 臭 物 質 名 に お い の 性 質 主 な 発 生 源

アンモニア

（NH３）

メチルメルカプタン

（CH３SH）

硫化水素

（H2S）

硫化メチル

（(CH3)2S）

トリメチルアミン

（(CH3)3N）

二硫化メチル

（CH3SSCH3）

アセトアルデヒド

（CH3CHO）

スチレン

（C6H5CH=CH2）

プロピオン酸

（CH3CH2COOH）

ノルマル酪酸

（CH3(CH2)2COOH）

ノルマル吉草酸

（CH3(CH2)3COOH）

イソ吉草酸

（(CH3)2CHCH2COOH）

トルエン

（C6H5CH3）

キシレン

（C6H4(CH3)2）

酢酸エチル

（CH3CO2C2H5）

メチルイソブチルケトン

（CH3C0CH2CH(CH3)2）

イソブタノール

（(CH3)2CHCH2OH）

プロピオンアルデヒド

（CH3CH2CHO）

ノルマルブチルアルデヒド

（CH3(CH2)2CHO）

イソブチルアルデヒド

（(CH3)2CHCHO）

ノルマルバレルアルデヒド

（CH3(CH2)3CHO）

イソバレルアルデヒド

((CH3)2CHCH2CHO）

パルプ製造工場､化製場､し尿処理場等

畜産事業場､化製場､し尿処理場等

パルプ製造工場､化製場､し尿処理場等

畜産事業場､化製場､水産缶詰製造工場等

パルプ製造工場､化製場､し尿処理場等

畜産事業場､パルプ製造工場､し尿処理場等

化学工場､ＦＲＰ製品製造工場等都市ガスのようなにおい

し尿のようなにおい

腐った玉ねぎのようなにおい

腐った卵のようなにおい

腐ったキャベツのようなにおい

腐った魚のようなにおい

腐ったキャベツのようなにおい

刺激的な青ぐさいにおい 化学工場､魚腸骨処理場､タバコ製造工場等

ガソリンのようなにおい

ガソリンのようなにおい

畜産事業場､化製場､でんぷん工場等

脂肪酸製造工場､染色工場等刺激的な酸っぱいにおい

汗くさいにおい

むれた靴下のようなにおい

むれた靴下のようなにおい

塗装工程又は印刷工程を有する事業場等

塗装工程又は印刷工程を有する事業場等

畜産事業場､化製場､でんぷん工場等

畜産事業場､化製場､でんぷん工場等

塗装工程又は印刷工程を有する事業場等

塗装工程又は印刷工程を有する事業場等刺激的なシンナーのようなにおい

刺激的なシンナーのようなにおい

焼き付け塗装工程を有する事業場等

焼き付け塗装工程を有する事業場等

塗装工程を有する事業場等

焼き付け塗装工程を有する事業場等刺激的な甘酸っぱい焦げたにおい

刺激的な発酵したにおい

焼き付け塗装工程を有する事業場等

焼き付け塗装工程を有する事業場等

刺激的な甘酸っぱい焦げたにおい

刺激的な甘酸っぱい焦げたにおい

むせるような甘酸っぱい焦げたにおい

むせるような甘酸っぱい焦げたにおい
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表４－２－１　悪臭防止法に定める規制物質
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1 2 5

0.005 0.02 0.07

10 30 60

1 2 5

3 7 20

1 3 6

0.9 4 20 （注）１

0.05 0.1 0.5

0.009 0.03 0.08

0.02 0.07 0.2

0.009 0.02 0.05

0.003 0.006 0.01

0.02 0.06 0.2

0.002 0.004 0.01

0.01 0.05 0.2

0.009 0.03 0.1

0.05 0.1 0.5

0.4 0.8 2

0.03 0.07 0.2

0.001 0.002 0.006

0.0009 0.002 0.004

0.001 0.004 0.01

（注）１ q=0.108×He
2
・Cm

 q：悪臭物質の流量（Nm
3
/h）

He：補正された排出口高さ（m）

　　　（5m未満は規制せず）

Cm：敷地境界における規制基準値（ppm）

He：Ho＋0.65（Hm＋Ht）

　　   0.795√（Q・V）

Hm=

　　　 １+2.58／V

Ho：排出口の実高さ（m）

 Q：15℃における排出ガス流量（m
3
/sec）

 V：排出ガスの排出速度（m/sec）

Ht=2.01×10
-3

・Q・（T-288）・（2.30logJ＋　　－1）

 J= 　（1460－296×　　　　 ）＋１

　　　√（Q・V）

（注）２ CLm＝k×Cm

CLm：悪臭物質の排出水中の濃度（mg/ℓ）

k  ：悪臭物質の種類及び排出水量ごとに定められた値（mg/ℓ）

Cm ：敷地境界における規制基準値（ppm）

排 出 水 （ mg/ ℓ ）

規 制 な し

（注）２

ノルマルブチルアルデヒド

イソブチルアルデヒド

ノルマルバレルアルデヒド

イソバレルアルデヒド

　　　　　　　　　　　　　　　区　　域

　　物　質　名

キシレン

A 区 域 B 区 域 C 区 域

プロピオンアルデヒド

イソブタノール

排 出 口 （ Nm
3
/h ）

酢酸エチル

メチルイソブチルケトン

硫化水素

メチルメルカプタン

硫化メチル

ノルマル酪酸

 T：排出ガスの温度　（ﾟK）

表４－２－２　悪臭防止法第４条に基づく規制基準値 (平成11年3月15日いわき市告示第90号）

アンモニア

トリメチルアミン

トルエン

敷 地 境 界 (ppm)

ノルマル吉草酸

イソ吉草酸

規 制 な し

規 制 な し

二硫化メチル

アセトアルデヒド

スチレン

プロピオン酸

J

1

T-288

V1
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0.009 0.03 0.1

0.05 0.1 0.5

0.4 0.8 2

0.03 0.07 0.2

0.001 0.002 0.006

0.0009 0.002 0.004

0.001 0.004 0.01

（注）１ q=0.108×He
2
・Cm

 q：悪臭物質の流量（Nm
3
/h）

He：補正された排出口高さ（m）

　　　（5m未満は規制せず）

Cm：敷地境界における規制基準値（ppm）

He：Ho＋0.65（Hm＋Ht）

　　   0.795√（Q・V）

Hm=

　　　 １+2.58／V

Ho：排出口の実高さ（m）

 Q：15℃における排出ガス流量（m
3
/sec）

 V：排出ガスの排出速度（m/sec）

Ht=2.01×10
-3

・Q・（T-288）・（2.30logJ＋　　－1）

 J= 　（1460－296×　　　　 ）＋１

　　　√（Q・V）

（注）２ CLm＝k×Cm

CLm：悪臭物質の排出水中の濃度（mg/ℓ）

k  ：悪臭物質の種類及び排出水量ごとに定められた値（mg/ℓ）

Cm ：敷地境界における規制基準値（ppm）

排 出 水 （ mg/ ℓ ）

規 制 な し

（注）２

ノルマルブチルアルデヒド

イソブチルアルデヒド

ノルマルバレルアルデヒド

イソバレルアルデヒド

　　　　　　　　　　　　　　　区　　域

　　物　質　名

キシレン

A 区 域 B 区 域 C 区 域

プロピオンアルデヒド

イソブタノール

排 出 口 （ Nm
3
/h ）

酢酸エチル

メチルイソブチルケトン

硫化水素

メチルメルカプタン

硫化メチル

ノルマル酪酸

 T：排出ガスの温度　（ﾟK）

表４－２－２　悪臭防止法第４条に基づく規制基準値 (平成11年3月15日いわき市告示第90号）

アンモニア

トリメチルアミン

トルエン

敷 地 境 界 (ppm)

ノルマル吉草酸

イソ吉草酸

規 制 な し

規 制 な し

二硫化メチル

アセトアルデヒド

スチレン

プロピオン酸

J

1

T-288

V1
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第 5 章  騒 音 ・ 振 動 

1 騒音・振動の概況 

市内の騒音に係る環境基準の達成状況

を把握するため、一般地域及び自動車騒

音の影響を受ける道路に面する地域につ

いて、それぞれ測定を行っています。 

平成 28 年度の調査の結果、高速自動

車道沿線及び一般地域ではすべての地点

で環境基準を達成しましたが、道路に面

する地域では、評価した区間のうちの

1.5％の住居等において環境基準を上回り

ました。 

また、発生源対策として、「騒音規制

法」、「振動規制法」及び「福島県生活

環境の保全等に関する条例（以下この章

において「県条例」という。）」に基づいて事業場に対し立入検査を実施し、規制基準の遵守状

況を監視しています。 

本市では、騒音規制法、振動規制法及び県条例に定める特定施設等を設置している事業場の騒

音・振動に係る規制基準の遵守状況について確認しています。 

2 騒音・振動防止対策 

(1)  騒音・振動とは 

騒音とは「望ましくない音」の総称であり、その音が騒音かどうかは人の主観的判断に

よるものなので、ある人にとって好ましい音であっても、他の人にとっては騒音と認識され

ることもあります。 

このように、人の感覚を刺激して、不快感やうるささとして受け止められる公害を感覚

公害といい、騒音・振動は、悪臭と並んでこれに属します。主な発生源は、工場・事業場、

建設作業及び交通機関などです。 


